
弥五郎面（古面（左）と現在の面（右））

　
第
一
節
　
弥
五
郎
人
形

　
第
二
節
　
台
車

　
第
三
節
　
弥
五
郎
面

　
第
四
節
　
諸
道
具

第
五
章
　
岩
川
の
弥
五
郎
ど
ん
の
祭
礼
具
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第
五
章
　
岩
川
の
弥
五
郎
ど
ん
の
祭
礼
具

　
　

第
一
節　

弥
五
郎
人
形

　

弥
五
郎
ど
ん
は
大
き
く
分
け
て
、
胴
体
部
分
と
台
車
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
。
上

部
の
人
形
と
別
々
に
作
っ
た
方
が
効
率
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
山
車(

だ
し)

と
か

だ
ん
じ
り
・
曳
山
な
ど
と
似
て
は
い
る
が
、
山
車
な
ど
は
、
神
を
山
車
に
降
り
て
く

る
よ
う
に
し
た
も
の
な
の
で
、
弥
五
郎
ど
ん
台
車
は
山
車
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、

似
て
い
る
の
で
、
作
り
方
は
山
車
と
同
じ
方
法
を
用
い
て
い
る
。

　

山
車
の
作
り
方
は
、
毎
年
使
う
こ
と
か
ら
、
一
つ
一
つ
を
ば
ら
ば
ら
に
し
て
、
格

納
し
て
い
る
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
台
車
の
基
礎
部
分
は
腐
れ
な
い
よ
う
に
水
に
漬

け
て
い
る
所
も
あ
る
。
組
み
立
て
は
、
祭
り
に
合
わ
せ
て
、
一
週
間
前
、
と
か
数
日

前
と
地
域
の
山
車
の
規
模
に
合
わ
せ
て
日
数
が
決
ま
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
市
来
祇
園
の
山
車
は
七
日
前
の
朝
六
～
八
時
ま
で
の
間
に
台
車
か
ら
組

み
上
げ
、
だ
ん
だ
ん
上
の
方
を
作
り
出
し
、
当
日
二
日
前
か
ら
は
大
勢
の
加
勢
を
も

ら
っ
て
、
作
り
上
げ
て
い
く
。
そ
し
て
前
夜
祭

の
と
き
に
は
だ
い
た
い
で
き
上
っ
て
い
る
が
、

本
祭
当
日
朝
に
全
体
を
仕
上
げ
る
よ
う
に
し
て

い
る
。

　

弥
五
郎
ど
ん
の
場
合
は
、
十
一
月
二
日
の
日

中
に
準
備
を
始
め
、
夜
中
の
二
時
か
ら
一
気
に

作
り
上
げ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

古
く
は
毎
年
作
り
、
裏
山
へ
捨
て
て
い
た
が
、

台
車
が
シ
ャ
ー
シ
に
変
わ
っ
て
か
ら
、
四
年
に

一
度
胴
体
を
作
り
変
え
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。

胴
の
中
に
鉄
骨
が
入
り
、
簡
単
に
作
り
変
え
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
職
の
竹
細
工
人
に
頼
ん
で
作
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
唐
竹
や
孟
宗
竹

を
切
っ
て
持
参
し
て
、
神
社
境
内
の
一
角
で
作
り
上
げ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
職
の
竹

細
工
師
が
い
な
く
な
り
、
胴
体
の
竹
を
切
り
に
竹
山
へ
出
か
け
、
竹
を
集
め
、
そ
の

竹
か
ら
数
セ
ン
チ
幅
の
ヘ
ギ
（
籠
を
編
む
幅
の
狭
い
・
長
い
・
平
た
い
）
を
作
る
こ

と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
令
和
二
年
、
南
さ
つ
ま
市
加

世
田
の
竹
細
工
師
か
ら
竹
ヘ
ギ
作
り
の
機
械
を
買
っ
て
き
て
、
自
在
に
ヘ
ギ
の
幅
や

厚
み
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
械
で
作
っ
た
ヘ
ギ
で
胴
体
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
は
弥
五
郎
本
体
作
り
部
の
方
々
の
熱
意
で
あ
る
。

一　

胴
体
と
腕
の
作
成

　

ま
ず
本
体
の
胴
を
唐
竹
で
編
ん
で
い
く
。
大
き
く
て
、
軽
く
な
く
て
は
、
台
車
に

乗
せ
て
引
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
木
で
は
円
筒
形
を
作
り
に
く
い
し
、
竹
ヘ

ギ
ほ
ど
の
薄
さ
に
す
れ
ば
、
折
れ
て
し
ま
う
。
南
九
州
で
は
竹
文
化
が
発
達
し
て
い

る
の
で
、
形
を
自
在
に
作
れ
る
し
、
費
用
も
抑
え
ら
れ
る
。

　

ヘ
ギ
が
で
き
る
と
、
今
で
は
円
筒
の
鉄
骨
の
回
り
に
円
筒
形
に
編
ん
で
い
く
。
六

つ
目
と
い
う
六
角
形
に
編
ん
で
い
く
。
こ
れ
は
普
通
の
籠
な
ど
で
編
む
、
も
っ
と
も

竹細工職人製作の本体（平成 24 年撮影）

ヘギ取り
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多
い
編
み
方
で
、こ
の
六
つ
目
は
魔
物
を
封
じ
る
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
六
芒
星
（
正

三
角
形
を
２
つ
反
対
向
き
に
重
ね
た
も
の
）
か
ら
来
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
六
角
の

目
（
籠
目
）
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
に
ら
ん
で
い
る
か
ら
、
魔
物
は
縮
み
上
る
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
八
代
あ
た
り
の
鯉
の
ぼ
り
の
下
に
丸
い
六
つ
目
籠
が
あ
り
（
直
径

六
十
㌢
ほ
ど
）、
上
か
ら
長
く
伸
ば
し
た
ヘ
ギ
に
白
や
赤
の
お
手
玉
の
よ
う
な
丸
い
も

の
を
付
け
て
い
る
が
、
こ
れ
も
魔
を
払
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

六
つ
目
編
み
で
胴
体
を
作
る
と
、
同
じ
編
み
方
で
開
い
た
足
と
腕
を
左
右
二
つ
作

る
。
足
は
二
又
に
開
き
、
胴
体
の
半
分
ほ
ど
も
な
い
く
ら
い
で
、
円
筒
形
の
足
を
付

け
る
。

　

腕
の
脇
部
分
は
太
く
、
肘
か
ら
手
は
細
く
、
最
後
は
肘
か
ら
先
は
編
ま
ず
に
、
ヘ

ギ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
肘
か
ら
先
は
腕
を
曲
げ
て
前
に
組
み
鉾
を
持
つ
よ
う
に
す

る
。
だ
が
、
初
年
度
は
ヘ
ギ
も
柔
ら
か
い
が
、
四
年
目
に
も
な
る
と
、
竹
の
弾
力
性

が
な
く
な
り
、
注
意
し
て
曲
げ
な
い
と
折
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
四
年
ご
と
に
作
り
変

え
る
の
は
竹
の
弾
力
性
が
な
く
な
る
か
ら
で
も
あ
る
。
昔
は
毎
年
作
り
変
え
て
い
た
。

　

骨
格
部
は
、
元
々
は
木
製
、
そ
の
後
、
鉄
骨
製
、
そ
し
て
平
成
二
十
四
年
か
ら
は

現
在
は
ス
チ
ー
ル
製
と
な
っ
て
お
り
、
軽
量
で
丈
夫
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
節
で
は
、
平
成
二
十
四
年
に
福
丸
實
氏
（
竹
細
工
職
人
）
が
製
作
し

た
時
の
写
真
を
用
い
た
。

頭部

脚部

腕部

六つ目編みで編む

胴体上部

胴体部

スチール製の骨格部（側面） スチール製の骨格部

完成した本体

台車と骨格部
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二　

衣
を
縫
う
・
着
せ
方
・
面
を
付
け
る

　

梅
染
め
の
衣
は
二
十
五
反
必
要
。縫
う
の
は
別
項
目
で
扱
う
の
で
、こ
こ
で
は
略
す
。

着
せ
る
の
は
上
着
か
ら
で
、
上
向
き
の
胴
体
の
右
腕
か
ら
通
し
て
い
く
。
衣
は
ヘ
ギ

の
角
に
す
ぐ
引
っ
掛
か
る
の
で
、
ゆ
っ
く
り
と
慎
重
に
指
導
者
の
声
に
従
い
な
が
ら
、

着
せ
て
い
く
。

　

そ
の
間
に
面
を
出
し
、
神
官
が
お
祓
い
を
し
て
か
ら
、
首
か
ら
上
、
面
や
飾
り
を

別
の
組
が
仕
上
げ
て
い
く
。
サ
ラ
シ
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
な
が
ら
、
面
が
正
面
を

向
く
か
な
ど
検
討
し
な
が
ら
、
こ
ち
ら
も
長
い
時
間
か
か
っ
て
仕
上
げ
て
い
く
。

　

右
腕
に
衣
を
通
す
の
は
、
む
ず
か
し
い
。
肘
か
ら
二
つ
に
曲
げ
て
、
右
腕
を
通
し

て
か
ら
伸
ば
し
、
再
び
曲
げ
て
前
で
組
む
。

　

刀
や
煙
草
入
れ
は
後
で
付
け
る
の
で
、
上
衣
を
付
け
終
わ
る
と
、
拝
殿
か
ら
外
へ

出
す
。
ひ
と
苦
労
し
て
出
し
、
台
車
へ
乗
せ
、
上
向
き
の
ま
ま
、
一
応
台
車
へ
固
定

す
る
。
そ
れ
か
ら
弥
五
郎
ど
ん
起
こ
し
が
始
ま
る
。
二
分
と
は
か
か
ら
ず
、
す
ぐ
起

き
る
。
後
ろ
か
ら
支
え
棒
（
Ｔ
字
型
）
で
押
し
な
が
ら
、
直
立
さ
せ
て
終
る
。
こ
れ

か
ら
後
は
外
の
作
業
で
、
袴
は
腰
の
あ
た
り
か
ら
付
け
る
。
し
っ
か
り
付
け
な
い
と
、

刀
二
本
や
煙
草
入
れ
を
左
右
に
付
け
る
の
で
、
垂
れ
さ
が
ら
な
い
よ
う
に
仕
上
げ
て

行
く
。
最
後
に
草
履
や
高
下
駄
な
ど
を
前
方
に
飾
り
、
終
わ
り
と
な
る
。
朝
七
時
頃

で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
節
で
は
、
令
和
二
年
十
月
二
十
五
日
の
衣
装
合
わ
せ
の
際
の
写
真
を

用
い
た
。
衣
替
え
の
年
は
、
本
体
と
衣
装
が
き
ち
ん
と
合
う
よ
う
に
調
整
す
る
作
業

を
行
っ
て
い
る
。

腕の位置の確認

右腕から着物を通す

頭上の鳥と尾羽の位置確認 上着を着せて腕の位置の確認

腕の位置の確認

胴体と腕の接続部
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第
二
節　

台 

車

一　

古
い
台
車
で
は

　

多
分
、大
き
な
角
材
を
使
っ
た
四
角
い
台
に
、木
を
輪
切
り
し
た
車
（
輪
）
だ
っ
た
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ば
ら
ば
ら
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
神
社
に
隣
接
し
た
倉
庫
が

あ
り
、
そ
の
中
に
入
れ
た
か
、
材
料
が
大
き
い
の
で
、
別
に
専
用
の
倉
が
あ
り
、
そ

の
中
に
納
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
と
、体
積
は
少
な
か
っ

た
の
で
、
ま
と
ま
っ
て
納
め
ら
れ
た
。
現
在
、
古
い
台
車
に
乗
っ
た
弥
五
郎
ど
ん
は

大
隅
文
化
会
館
ロ
ビ
ー
に
展
示
し
て
い
る
の
で
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

川
に
挟
ま
れ
た
地
形
に
八
幡
神
社
は
あ
っ
た
の
で
、
水
は
豊
富
で
あ
っ
た
な
ら
、

溝
の
よ
う
な
水
の
中
に
漬
け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

釘
や
カ
ス
ガ
イ
な
ど
の
金
属
を
使
う
と
サ
ビ
付
く
の
で
、
ク
サ
ビ
や
木
組
や
継
ぎ

手
な
ど
の
技
術
を
使
っ
て
、
頑
丈
な
台
車
と
し
た
。
釘
な
ど
は
サ
ビ
が
出
て
ゆ
る
く

な
り
、
長
く
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
分
解
が
簡
単
で
、
組
み
立
て
も
楽
な
木
組
み

に
し
て
い
る
。

二　

大
正
三
年
、
現
在
地
へ
移
っ
て
か
ら

　

現
在
残
っ
て
い
る
台
車
を
見
る
と
ま
だ
鉄
骨
を
使
っ
て
い
な
い
の
で
、
が
っ
し
り

と
し
た
台
車
の
上
に
弥
五
郎
ど
ん
の
竹
籠
（
二
本
脚
）
を
一
本
の
家
の
棟
木
の
よ
う

な
台
木
に
乗
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
弥
五
郎
ど
ん
の
股
の
前
後
に
長
く
突
き
出
て
い
る
。

木
の
輪
切
り
の
車
輪
の
外
側
は
ク
サ
ビ
で
止
め
て
い
る
。
社
殿
か
ら
出
て
、
す
ぐ
の

下
り
坂
用
の
ブ
レ
ー
キ
も
最
後
の
枠
の
中
に
細
い
板
を
使
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
先

頭
の
引
き
手
と
は
逆
に
、
後
ろ
に
ブ
レ
ー
キ
役
の
引
き
手
が
い
る
の
で
、
用
心
の
た

め
の
ブ
レ
ー
キ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
昭
和
三
十
二
年
頃
の
写
真
に
よ
る
と
、
方
向
転

換
は
、
長
い
棒
を
使
っ
て
移
動
さ
せ
て
い
る
。

　

な
お
、
昭
和
二
十
年
後
半
か
ら
弥
五
郎
行
事
に

携
わ
っ
て
い
た
野
口
久
夫
氏
の
証
言
に
よ
る
と
、

こ
の
頃
（
昭
和
二
十
六
年
頃
か
）、
鎌
田
製
材
所
の

大
工
の
小
林
氏
が
、
電
線
を
通
過
す
る
時
に
、
ワ

イ
ヤ
ー
を
使
っ
て
本
体
を
後
ろ
に
少
し
倒
す
た
め

の
装
置
（
下
図
）
を
作
っ
た
と
い
う
。
少
な
く
と

も
昭
和
三
十
年
ま
で
は
こ
の
台
車
を
使
用
し
て
い

る
が
、
そ
の
後
、
元
の
台
車
に
戻
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
巡
行
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
た
め
の
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

昭和 22 年製の台車

方向転換している様子
（昭和 32 年頃）

一時期使用された台車
（昭和 26 ～ 30 年頃）

昭和 22 年製の台車に
試作の本体を設置

（大隅文化会館にて展示）
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三　

機
械
の
台
車
に
な
る

　

自
動
車
の
台
車
に
変
え
た
の
は
、　

①　

木
輪
（
木
の
車
輪
）
で
は
最
初
の
引
き
始
め
に
、
力
を
入
れ
な
い
と
動
か
な
い
。

②�　

カ
ー
ブ
す
る
と
き
、
一
方
を
動
か
な
い
よ
う
に
し
て
、
木
の
棒
で
片
方
を
大
き

く
回
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
簡
単
に
カ
ー
ブ
し
な
い
。

③�　

竹
籠
は
自
動
車
に
し
っ
か
り
と
立
て
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
鉄
の
網
目
に
し
た

円
筒
形
を
自
動
車
に
し
っ
か
り
と
付
け
る
よ
う
に
し
た
。

④�　

し
っ
か
り
と
弥
五
郎
ど
ん
を
付
け
ら
れ
た
の
で
、
肩
に
乗
る
人
が
左
右
に
揺
ら

す
と
、
肩
を
怒
ら
し
て
（
悠
然
と
し
て
）
歩
い
て
い
る
様
子
を
印
象
付
け
て
い
る
。

⑤　

弥
五
郎
ど
ん
を
後
ろ
に
倒
す
、
イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

三
つ
の
弥
五
郎
ど
ん
（
様
）
を
比
べ
る

　

古
い
時
代
、い
つ
ま
で
た
ど
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、３
つ
の
弥
五
郎
ど
ん
（
様
）

の
台
車
は
分
解
し
て
小
屋
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
納
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
だ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
か
を
比
べ
る
と
、
山
之
口
は
弥

五
郎
の
館
に
完
成
し
た
ま
ま
で
保
管
し
て
い
る
。
岩
川
で
は
神
社
本
殿
の
裏
に
あ
る

格
納
庫
に
他
の
物
品
と
一
緒
に
収
納
し
て
い
る
。
飫
肥
も
神
社
の
左
側
の
倉
庫
に
他

の
物
も
の
と
一
緒
に
大
き
な
本
体
（
弥
五
郎
様
と
小
弥
五
郎
様
）
を
納
め
て
い
る
が
、

数
年
前
ま
で
は
、
神
社
前
の
階
段
を
下
り
た
神
社
に
向
い
て
左
側
に
バ
ラ
ッ
ク
が
あ

り
、
そ
の
中
に
台
車
を
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
て
、
横
に
置
い
て
い
た
。
飫
肥
は
昔
か

ら
の
組
立
て
式
で
あ
る
。
面
・
腕（
大
弥
五
郎
様
は
木
、小
弥
五
郎
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）・

烏
帽
子
な
ど
は
別
の
部
屋
の
中
で
あ
る
。
面
は
一
回
盗
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

現在の台車台車（運転席）

台車（側面）台車（後方部）

袴を外した本体と台車（解体時）
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第
三
節　

弥
五
郎
面

信
仰
面

　

南
九
州
の
仮
面
は
、「
芸
能
面
」
と
「
信
仰
面
」
に
分
け
ら
れ
る
。
信
仰
面
に
は
奉

納
面
・
掛
け
面
・
巡
行
す
る
面
の
三
つ
の
類
型
が
あ
る
。

一　

奉
納
面
（
王
面
）

　

南
九
州
に
は
奉
納
さ
れ
た
信
仰
面
が
多
い
。
奉
納
面
の
裏
に
「
王
面
」
と
墨
書
さ

れ
て
い
る
事
例
が
十
五
も
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
面
を
「
王
面
」
と
呼
ん
で
い
た

事
が
分
か
る
（
註
１
）。

　
「
王
面
」
は
、
阿
吽
一
対
に
作
ら
れ
、
彩
色
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
目
鼻
口
等
は
孔あ

け

て
な
い
。
分
厚
い
の
で
被
っ
て
舞
う
為
の
面
で
は
な
い
。
面
裏
に
は
、「
奉
施
入
王
面
」

と
書
い
て
あ
る
例
が
多
い
。
奉
納
理
由
と
し
て
は
、
神
社
仏
閣
へ
の
祈
願
理
由
と
し

て
よ
く
使
わ
れ
る
「
息
災
延
命
」
な
ど
の
墨
書
も
見
ら
れ
る
。

　

素
朴
な
表
情
の
面
も
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
不
動
明
王
や
蔵
王
権
現
像
の

よ
う
な
憤
怒
形
相
の
面
が
多
い
。「
奉
納
王
面
」
は
、
魔
除
け
的
な
意
味
を
持
つ
面
の

よ
う
で
も
あ
る
。
王
面
は
別
当
寺
住
職
や
修
験
者
等
が
作
り
、
神
社
に
奉
納
し
た
事

例
が
多
い
。
神
仏
習
合
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
仏
教
的
な
側
面
を
持
つ
面
の
よ
う
で
あ

る
。
製
作
年
代
は
室
町
期
か
ら
江
戸
時
代
後
期
ま
で
だ
が
、
近
世
初
期
の
作
が
多
い
。

こ
れ
は
修
験
道
の
最
盛
期
と
重
な
る
。

　

鹿
児
島
県
内
に
は
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
時
点
で
二
六
四
の
王
面
が
確
認
さ
れ

て
い
る
（
註
２
）。
県
内
で
王
面
の
多
い
神
社
は
、
霧
島
市
止
上
神
社
（
三
十
四
）・

薩
摩
川
内
市
甑
島
里
八
幡
神
社
（
十
四
）・
大
崎
町
都
万
神
社
（
十
二
）、
曽
於
市
末

吉
町
檍
神
社
（
十
二
）・
曽
於
市
岩
川
八
幡
神
社
（
十
一
）・
伊
佐
市
大
口
曽
木
荒
瀬

神
社
（
九
）
な
ど
で
あ
る
。

　

廃
仏
毀
釈
の
嵐
で
県
内
の
寺
院
は
消
滅
し
、
仏
像
な
ど
も
尽
く
破
壊
さ
れ
た
が
、

王
面
は
神
社
に
収
納
さ
れ
て
い
た
の
で
残
っ
た
。
し
か
し
今
日
ま
で
そ
の
価
値
は
あ

ま
り
認
識
さ
れ
て
な
く
、
か
な
り
の
数
の
面
が
す
で
に
散
逸
し
た
よ
う
だ
。
昭
和

五
十
一
年
六
月
岩
川
八
幡
神
社
に
は
十
一
の
王
面
が
あ
っ
た
（
註
３
）
が
、
今
は
紛

失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

二　

掛
け
面
（
掛
王
面
）

　

社
殿
柱
に
阿
吽
一
対
の
面
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
（
薩
摩
川
内
市
新
田
神
社
・
鹿
児

島
市
郡
山
花
尾
神
社
・
指
宿
市
揖
宿
神
社
・
曽
於
市
住
吉
神
社
な
ど
）。
こ
の
掛
け
面

は
、
奉
納
王
面
と
同
じ
面
の
よ
う
だ
か
ら
「
掛
王
面
」
と
も
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
面

は
、
寺
院
門
前
に
立
つ
阿
吽
一
対
の
仁
王
像
の
よ
う
に
、
祭
神
守
護
の
役
目
を
担
っ

て
い
る
魔
除
け
面
で
あ
る
。
奉
納
さ
れ
た
王
面
よ
り
や
や
大
型
の
面
が
多
い
。
左
の

岩
川
八
幡
神
社
仮
面
写
真
の
後
方
に

三
面
が
立
て
か
け
ら
れ
て
写
っ
て
い

る
が
、
中
央
と
左
側
の
面
は
奉
納
王

面
で
、
右
側
の
面
が
「
掛
け
面
」
の

よ
う
で
あ
る
。

　

曽
於
市
末
吉
町
住
吉
神
社
の
「
ホ

ゼ
祭
り
」
に
、
社
殿
の
柱
に
阿
吽
一

対
の
面
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

面
裏
に
「
神
王
面　

大
飛
出
（
も
う

一
つ
の
面
に
は
大
癋
見
と
あ
る
）
江

戸
出
目
栄
満
門
人
薩
州
出
目
満
如

作
、
右
之
面
住
吉
神
社
江
相
納
居
候

處
、
嘉
永
六
年
癸
巳
十
一
月
、
太
守

岩川八幡神社の奉納面（向山勝貞氏撮影）
現在行方不明になっている
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斉
彬
公
御
巡
見
之
節
被
遊
御
覧
、
彩
色
相
□
作
二
付
取
繕
候
様
被
仰
付
、
此
度
致
成

就
以
前
之
通
被
相
納
候
事
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
斉
彬
公
の
命
に
よ
り
出
目
満
徳
が

大
飛
出
面
を
修
復
し
た
事
が
分
か
る
。こ
の
面
は
、通
常
は
神
殿
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

「
ホ
ゼ
祭
り
（
秋
季
例
大
祭
）」
の
時
だ
け
は
社
殿
の
柱
に
掛
け
ら
れ
る
。
面
裏
に
「
神

王
面
」
と
あ
る
の
で
、
祭
礼
で
巡
行
し
た
面
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
前
は
社
殿
入

口
の
幟
旗
に
括
ら
れ
て
い
た
と
も
云
う
。

三　

巡
行
す
る
面　

　

巡
行
す
る
面
は
、「
猿
田
彦
」
と
か
「
火
・
水
・
風
王
」

と
呼
ば
れ
る
天
狗
鼻
系
の
面
と
、「
神
王
面
」
と
総

称
し
て
呼
ば
れ
る
大
鼻
面
系
の
二
つ
が
あ
る
。

・
天
狗
鼻
面
系
（
猿
田
彦
・
火
水
風
王
面
）　
「
猿

田
彦
」
と
言
わ
れ
て
い
る
面
と
、博
多
筥
崎
宮
の
「
放

生
会
浜
下
り
」、
人
吉
市
青
井
阿
蘇
神
社
の
「
お
く

ん
ち
祭
」、
八
代
市
八
代
神
社
の
「
妙
見
祭
」
な
ど
で
「
火
の
王
・
水
の
王
・
風
の
王
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
面
が
あ
る
。
そ
の
面
は
、
ど
れ
も
天
狗
鼻
面
で
あ
る
。

　

鹿
児
島
市
荒
田
八
幡
神
社
「
正
祀
ニ
ハ
古
来
神
輿
ニ
テ
濱
下
り
ノ
御
神
事
有
シ
ニ
、

火
之
王
水
之
王
両
面
ヲ
鉾
ニ
掛
テ
、
境
ヲ
巡
リ
」（
註
４
）
の
面
や
、
さ
つ
ま
町
湯
田

八
幡
神
社
の
「
正
祭
九
月
廿
五
日
、
社
前
二
王
門
外
、
千
臺
川
に
神
輿
濱
殿
下
り
の

式
あ
り
、
怒
貌
猛
威
を
ふ
る
ひ
、
前
導
し
、
雲
龍
・

青
蛇
を
青
赤
白
に
て
書
た
る
旗
二
流
に
、
水
火
神
の

二
面
を
掛
た
る
を
捧
げ
、
社
人
は
寶
釼
二
振
を
奉
じ

て
、
神
輿
の
左
右
に
扈
従
し
、
或
は
幣
を
持
も
あ
り
、

或
は
楽
を
奏
す
る
も
の
あ
り
、
是
日
詣
人
甚
多
く
、

門
外
に
は
市
店
を
構
へ
男
女
群
集
す
」（
註
５
）
の

面
も
こ
の
系
統
に
入
る
。

　

天
狗
面
系
の
「
火
・
水
・
風
王
」
面
は
、
九
州
西

側
の
福
岡
か
ら
熊
本
や
薩
摩
半
島
に
か
け
て
分
布
し

て
い
る
。
宮
崎
か
ら
大
隅
半
島
に
か
け
て
は
見
ら
れ
な
い
。
鼻
高
面
と
い
う
言
い
方

を
す
る
大
隅
半
島
南
端
の
肝
付
町
岸
良
平
田
神
社
・
内
之
浦
高
屋
神
社
な
ど
の
面
も

あ
る
が
、
火
王
と
か
水
王
と
か
の
呼
び
方
は
し
な
い
。

・
大
鼻
面
系
（
神
王
面
）　
神
の
依
り
代
面
の
事
を
総
称
し
て
「
神
王
面
」
と
言
う
。

神
王
面
は
、「
鹿
屋
市
田
崎
神
社
で
は
「
一
ノ
王
子
面
」、曽
於
市
投
谷
八
幡
宮
で
は
「
王

子
面
」、
霧
島
市
止
上
神
社
で
は
「
王
面
」、
錦
江
町
旗
山
神
社
で
も
「
王
面
」
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
総
称
し
て
「
神
王
面
」
と
言
う
。「
神
王
面
」
は
同
じ
容
貌
の

面
は
無
く
、そ
れ
ぞ
れ
違
う
。額
部
に
神
性
を
示
す
突
起
物
を
付
け
て
い
る
面
も
あ
り
、

顔
面
だ
け
の
仏
像
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

南
九
州
市
飯
倉
神
社
の
「
お
田
植
祭
り
」
で
先
導
役
を
す
る
「
猿
田
彦
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
こ
の
面
は
、
頭
部
に
獅
子
冠
を
抱
い
て
お
り
、
仏
像
の
「
愛

住吉神社

揖宿神社

青井阿蘇神社「おくんち祭」

筥崎宮「放生会浜下り」
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染
明
王
」
と
似
て
い
る
。、
面
裏
に
「
奉
施
入
王
面
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
で
、
元

は
神
王
面
で
あ
っ
た
の
が
、
先
導
す
る
か
ら
猿
田
彦
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
弥
五
郎
ど
ん
も
先
導
す
る
の
で
猿
田
彦
神
と
も
云
う
人
が
い
る
。

　

神
王
面
と
い
う
呼
称
は
鎌
倉
時
代
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
、
新
田
神
社
文
書
に
「
神

王
面
の
事
、
彼
面
者
往
古
之
霊
物
、
大
菩
薩
之
御
躰
也
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）

八
月
為
明
所
当
之
済
否
、罷
向
神
領
之
処
、奪
取
一
神
王
面
、奉
置
百
姓
下
兵
太
之
許
、

打
破
二
神
王
面
畢
」（
註
６
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
年
貢
の
済
否
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
神
王
面
を
掲
げ
て
領
内
巡
行
を
し
て
い
た
が
、
乱
暴
狼
藉
に
あ
っ
た
と
言
う
内

容
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
神
王
面
は
「
大
菩
薩
之
御
躰
也
」
で
あ

る
と
い
う
。

　

霧
島
市
止
上
神
社
で
は
「
當
社
に
中
古
ま
で
は
、
王
の
御
幸
と
い
へ
る
祭
式
あ
り
、

毎
年
正
月
七
日
神
輿
を
守
り
下
り
、
同
月
廿
二
日
に
至
り
行
廟
に
て
種
々
の
神
供
を

献
じ
祭
を
な
す
。
是
往
古
隼
人
の
霊
魂
祟
り
を
な
し
人
民
に
害
を
な
せ
し
故
、
當
時

御
幸
の
式
を
設
け
彼
が
霊
祟
り
を
鎮
め
し
大

祭
な
り
し
。
慶
長
の
中
比
ま
で
は
毎
歳
執
行
し

て
絶
え
ざ
り
し
が
、
其
後
廃
せ
し
と
か
」
と
あ

る
（
註
７
）。
ま
た
止
上
神
社
に
残
る
文
書
に

「
神
王
面
六
ツ
、
一
ノ
王
白
色
、
二
ノ
王
子
赤

色
面
、
三
ノ
王
子
白
色
面
、
四
ノ
王
子
赤
色
面
、

五
ノ
王
子
黒
色
、
六
ノ
王
子
黄
色
面
。
二
ノ
王

子
赤
色
面
ハ
額
ニ
大
小
ノ
角
有
テ
髪
毛
ハ
不

動
ノ
カ
ミ
ノ
如
シ
、
六
ツ
共
ニ
鼻
高
面
ナ
リ
、

神
幸
ノ
時
ノ
神
王
面
ニ
テ
、
有
之
唐
櫃
ニ
奉
納

シ
テ
御
座
候
」（
註
８
）
と
あ
る
。
止
上
神
社
で
も
「
一
の
王
面
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
た
面
の
こ
と
を
総
称
し
て
神
王
面
と
言
っ
て
い
た
事
が
分
か
る
。

　

神
王
面
が
巡
行
す
る
祭
り
は
今
も
南
九
州
に
多
い
。
錦
江
町
池
田
旗
山
神
社
の「
柴

祭
」、
鹿
屋
市
田
崎
神
社
の
「
神
王
面
渡
御
祭
・
鹿
祭
り
」、
霧
島
市
止
上
神
社
の
「
王

の
御
幸
」、
湧
水
町
箱
崎
八
幡
神
社
の
「
ウ
オ
ー
ド
ン
（
大
王
殿
）
祭
」、
曽
於
市
投

谷
八
幡
宮
の
「
王
子
御
神
幸
」、
宮
崎
県
え
び
の
市
香
取
神
社
の
「
打
植
え
祭
」、
揖

宿
神
社
の
「
浜
下
り
」
な
ど
で
あ
る
（
註
９
）。「
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」
も
、
こ
の
よ

う
な
神
王
面
巡
行
祭
の
中
に
入
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

神
の
依
り
代
と
し
て
巡
行
す
る
面
が
偶
人
化
す
る
時
に
固
有
名
詞
の
呼
び
名
が
つ

け
ら
れ
る
。先
導
神
で
あ
る
か
ら「
猿
田
彦
」よ
ば
れ
た
り
、元
の
領
主
の
意
味
か
ら「
大

王
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
御
霊
信
仰
か
ら
「
弥
五
郎
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
り
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

日
置
八
幡
神
社
の
大
王
殿

　

元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）「
新
田
神
社

文
書
、
新
田
宮
神
人
等
名
帳
」
に
「
猿

田
彦
大
神
御
車
引
二
十
五
人
」（
註
10
）

の
記
録
が
あ
る
。
す
で
に
鎌
倉
時
代
に
、

弥
五
郎
ど
ん
巡
行
の
よ
う
に
二
十
五
人

も
の
神
人
が
車
で
引
く
「
猿
田
彦
大
神
」

巡
行
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、「
神
王
面
虫
損
事
、
神
慮

難
測
之
間
、
依
仰
天
裁
、
謹
捧
奏
状
畢
、

因
茲
、
倩
考
舊
貫
、
大
王
者
猿
田
彦
大

神
是
也
、
神
王
面
者
悪
魔
降
伏
變
化
所
作
神
云
々
、
件
虫
損
之
条
、
開
寶
蔵
令
拝
観

之
刻
、
承
蒙
古
人
叛
逆
之
由
畢
、
是
則
當
宮
既
及
廃
亡
之
間
、
如
此
之
折
節
、
希
代

之
不
思
議
事
、
神
慮
所
令
然
歟
、
雖
然
、
為
蒙
古
人
降
伏
、
神
王
悉
趣
彼
闘
戦
之
都

止上神社神王面
（三の王・四の王・五の王）

日置八幡神社「大王殿（デオードン）」
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途
給
之
由
、
或
乗
諸
人
之
口
、
或
有
無
想
之
告
、
随
蒙
古
人
征
伐
之
条
無
疑
殆
、
是

偏
鎮
護
国
家
之
尊
神
之
故
、
忝
所
顯
厳
重
之
奇
特
給
也
云
々
」（
註
11
）
と
の
文
書
が

あ
る
。
寶
蔵
を
開
け
て
見
た
ら
、
神
王
面
が
壊
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
蒙
古
襲
来
に
際

し
て
神
王
面
が
は
せ
参
じ
て
戦
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
は
諸
人
の
夢
や
口
噂
と

な
っ
て
広
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
新
田
神
社
の
「
猿
田
彦
大
神
車
引
き
」
神
事
は
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

日
置
市
日
置
八
幡
神
社
の
「
お
田
植
祭
り
」
に
「
大
王
殿
」
と
称
す
る
大
型
偶
人

か
巡
行
す
る
。『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
に
よ
れ
ば
「
奉
祀
天
照
大
神
、
天
津
彦
彦
火
瓊

瓊
杵
尊
、
栲
幡
千
々
姫
命
ノ
三
座
ニ
テ
水
引
八
幡
新
田
宮
ヲ
勧
請
セ
シ
ト
イ
フ
、
九

月
十
五
日
ヲ
正
祭
ト
シ
、
竹
偶
人
ヲ
作
リ
、
社
殿
ニ
納
ル
所
ノ
大
王
面
ヲ
着
セ
梅
染

ノ
衣
服
ニ
大
ナ
ル
木
刀
ヲ
佩
ク
、
四
輪
車
ニ
乗
セ
里
童
ヲ
シ
テ
前
路
ヲ
馳
セ
シ
ム
」

と
あ
る
。（
註
12
）　

日
置
八
幡
神
社
は
、
新
田
神
社
を
勧
請
し
た
神
社
で
あ
る
。
新

田
神
社
文
書
に
は
「
大
王
者
猿
田
彦
是
也
」
と
あ
る
か
ら
、
新
田
神
社
で
は
「
猿
田

彦
大
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、
日
置
八
幡
神
社
で
は
「
大
王
殿
」
と
変
わ
っ
た

だ
け
の
よ
う
だ
。
新
田
神
社
で
は
大
王
・
猿
田
彦
面
を
「
神
王
面
」
と
も
呼
ん
で
い

た
事
も
分
か
っ
た
。

　

湧
水
町
箱
崎
八
幡
神
社
の
「
大
王
殿
祭
り
」
は
、
秋
の
ホ
ゼ
祭
り
前
に
行
わ
れ
る

祭
り
で
、
神
王
面
を
掲
げ
た
神
人
た
ち
が
、「
ウ
オ
ー
ウ
オ
ー
」
と
魔
除
け
の
叫
び
声

を
出
し
な
が
ら
村
境
ま
で
巡
行
し
、
ホ
ゼ
祭
り
の
前
に
村
里
か
ら
厄
災
を
消
除
を
す

る
祭
り
で
あ
る
。

　

八
幡
神
社
系
の
「
大
王
神
社
」
が
南
九
州
に
は
多
い
。
県
内
で
現
存
大
王
神
社
は
、

姶
良
市
寺
師
大
王
神
社
、
鹿
屋
市
輝
北
大
王
神
社
・
伊
佐
市
大
口
宮
人
大
王
神
社
、

さ
つ
ま
町
楠
木
神
社
（
元
は
大
王
権
現
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
は
、
旧
首

長
で
あ
る
大
王
を
祀
っ
て
い
る
。
熊
本
県
人
吉
市
の
荒
田
・
横
瀬
・
山
田
・
深
川
・
平

川
の
大
王
神
社
は
、
鎌
倉
期
の
地
頭
で
相
良
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
平
田
氏
を
祀
る
。
宮

崎
県
西
米
良
村
所
中
藪
の
大
王
神
社
は
後
醍
醐
天
皇
の
子
懐
良
親
王
を
祀
る
。
末
社

と
し
て
大
王
神
社
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
三
国
名
勝
図
会
』
に
よ
れ
ば
、
蒲
生

八
幡
神
社
・
大
穴
持
神
社
・
湯
之
尾
八
幡
神
社
・
安
良
神
社
・
白
鳥
神
社
な
ど
で
あ
る
。

揖
宿
神
社
の
「
浜
下
り
」

　

揖
宿
神
社
の
「
浜
下
り
」
は
、
神
社
か
ら
湊
の
浜
と
宮
ヶ
浜
ま
で
を
一
年
交
代
で

交
互
に
巡
行
す
る
。
こ
れ
は
「
猿
田
彦
神
幸
祭
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
神
社
に

残
る
明
治
四
十
四
年
か
ら
の
「
例
祭
及
濱
殿
へ
出
後
還
御
祭
典
順
序
」
記
録
に
は
猿

田
彦
で
な
く
「
王
面
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
今
で
は
「
浜
下
り
・
猿
田
彦
神
幸
祭
」

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
元
は
「
王
面
」
が
巡
行
す
る
祭
礼
で
あ
っ
た
。
面
裏
に
「
王

面　

天
文
十
四
年
乙
巳
二
月　

願
主
田
中
但
馬
守
橘
氏　

謹
奉
納
新
宮
王
」
と
墨
書

さ
れ
た
「
王
面
」
が
あ
る
。

　

昭
和
二
十
五
年
「
浜
下
り
」
写
真
に
は
竿
先
に
掲
げ
ら
れ
た
王
面
が
写
っ
て
い
る
。

竿
先
に
掲
げ
ら
れ
た
王
面
が
、
そ
れ
以
降
に
偶
人
化
し
、
さ
ら
に
大
型
化
し
た
よ
う

で
あ
る
。『
先
導
す
る
神
様
は
鼻
高
天
狗
の
「
猿
田
彦
」
で
あ
る
と
の
話
が
出
た
の

で
、
昭
和
三
十
年
頃
に
猿
田
彦
面
に
変
え
た
』（
平
成
元
年
幸
野
清
次
宮
司
談
）。
昭

和
三
十
年
に
は
人
が
中
に
入
り
持
ち
上
げ
て
歩
く
猿
田
彦
の
様
子
が
写
っ
て
い
る
。

昭
和
三
十
二
年
は
リ
ヤ
カ
ー
に
載
せ
て
い
る
。
平
成
二
十
二
年
は
さ
ら
に
大
型
化
し

た
猿
田
彦
の
様
子
が
写
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
神
王
面
が
偶
人
化
し
、
さ
ら

に
大
型
化
し
て
い
っ
た
過
程
が
分
か
る
。

　

揖
宿
神
社
の
よ
う
に
、
弥
五
郎
ど
ん
も
神
王
面
が
偶
人
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
い
つ
偶
人
化
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
現
在
に
至
っ
た
の
か

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
古
文
献
に
は
大
人
弥
五
郎
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
始
め

か
ら
大
型
化
し
た
偶
人
像
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
揖
宿
神
社
の
変
遷
過

程
が
、
そ
の
ま
ま
弥
五
郎
ど
ん
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
判
断
し
か
ね
る
。
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揖
宿
神
社
所
蔵
文
書
「
慶
応
三
年
丁
卯
十
二
月
取
調　

新
宮
末
社
祭
式
帳
」
の
「
新

宮
九
社
大
明
神　

祭
式
之
次
第
」
に
は
「
王
ノ
役　

王
弟
左
右
ニ
備
立
時
宣
ニ
応
シ

王
ノ
声
在
事
、
三
日
柴
祭
、
月
十
日
宮
巡
リ　

隔
年
巡
幸
在　

潮
井
役
左
右　

御
馬

役
左
右　

長
刀
振　

刀
振　

杵
玉
振　

鬼
神
舞
五
人　

王
弟
役
左
右　

辻
々
ニ
テ
王

ノ
声
在
事
」（
註
13
）�

の
記
録
が
あ
る
。「
柴
祭
り
」
や
「
宮
巡
り
」
と
は
あ
る
が
「
浜

下
り
」
の
記
録
は
な
い
。
揖
宿
神
社
で
は
、明
治
に
入
っ
て
か
ら
「
宮
巡
り
・
柴
祭
り
」

が
、「
浜
下
り
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
面

（
一
）　

額
の
突
起
物　

　

岩
川
弥
五
郎
面
と
、
山
之
口
や
飫
肥
の
弥
五
郎
面
と
の
違
い
は
、
岩
川
の
弥
五
郎

に
は
突
起
物
が
あ
る
事
で
あ
る
。
岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
面
額
部
の
突
起
物
先
端

は
、
玉
ね
ぎ
状
の
形
を
し
て
お
り
、
宝
珠
の
よ
う
で
あ
る
。
宝
珠
は
仏
教
と
深
く
か

か
わ
り
を
持
つ
。
密
教
系
の
仏
像
で
は
、
神
性
（
仏
性
）
を
示
す
た
め
に
、
眉
間
や

額
に
三
番
目
の
目
を
つ
け
た
り
、
頭
上
に
獅
子
冠
を
載
せ
た
り
、
宝
珠
を
載
せ
た
り

す
る
。

　

古
い
神
王
面
に
は
額
に
突
起
物
を
持
つ
面
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
神
王
面
が
仏
教

的
側
面
を
持
つ
面
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
視
点
で
見
る
と
、
岩
川
八
幡

神
社
の
弥
五
郎
面
の
方
が
飫
肥
や
山
之
口
の
弥
五
郎
面
よ
り
も
古
い
神
王
面
の
容
貌

を
し
て
い
る
面
だ
と
言
え
よ
う
。

　

額
の
突
起
物
を
持
つ
面
事
例
を
挙
げ
る
と
、
宮
崎
市
生
目
神
社
・
曽
於
市
投
谷
八

幡
宮
・
同
市
澤
田
神
社
・
大
崎
町
都
万
神
社
・
志
布
志
市
若
宮
神
社
・
南
九
州
市
飯

倉
神
社
・
肝
付
町
岸
良
平
田
神
社
な
ど
の
神
王
面
が
そ
う
で
あ
る
。

　

神
王
面
は
、
鎌
倉
期
あ
た
り
か
ら
そ
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
年
代
が
分
か
っ
て
い

揖宿神社「浜下り」昭和 25 年

揖宿神社「浜下り」昭和 30 年
（人が中に入っている）

揖宿神社「猿田彦神幸祭」
平成 22 年

揖宿神社「浜下り」昭和 32 年
（リヤカーに乗せている）

生目神社神王面
（国重要文化財）

（宮崎市教育委員会提供）

飯倉神社神王面
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る
神
王
面
で
は
、
宮
崎
市
生
目
神
社
の
寶
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の
神
王
面
が
突
出

し
て
古
い
。
そ
の
他
の
年
代
が
古
い
神
王
面
は
、
霧
島
市
横
川
安
良
神
社
の
貞
和

五
年
（
一
三
四
九
）、
都
城
市
稲
荷
神
社
の
永
和
五
年
（
一
三
七
九
）
と
永
享
九
年

（
一
四
三
七
）、
国
富
町
井
口
氏
蔵
の
嘉
吉
四
年
（
一
四
四
四
）、
曽
於
市
財
部
町
沢
田

神
社
の
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）、霧
島
市
国
分
止
上
神
社
の
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）、

姶
良
市
蒲
生
八
幡
神
社
の
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）、
な
ど
の
面
で
あ
る
（
註
15
）。

（
二
）　

日
露
戦
勝
記
念
、
明
治
三
十
八
年
作
の
弥
五
郎
面

　

弥
五
郎
ど
ん
祭
り
に
巡
行
す
る
面
は
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）、
日
露
戦
争

勝
利
記
念
に
京
都
で
作
ら
せ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
し
い
経
緯
は

こ
れ
ま
で
判
っ
て
な
か
っ
た
。

　

京
都
作
と
伝
え
ら
れ
る
弥
五
郎
面
の

額
上
部
に
あ
る
宝
珠
様
の
突
起
物
や
、

眼
・
耳
・
大
鼻
な
ど
の
形
状
を
見
る
と
、

元
の
古
面
（
神
面
）
を
模
し
て
作
っ
た

事
は
判
明
で
き
る
。
古
面
を
京
都
ま
で

運
ぶ
事
は
お
そ
ら
く
無
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
写
真
等
を
参
考
に
し
て
彫
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

元
の
古
面
は
口
を
閉
じ
た
吽
形
面
で
、
歯
列
左
右
の
下
か
ら
上
向
き
に
二
本
の
牙

が
あ
る
。
京
都
作
の
弥
五
郎
面
は
、
口
が
大
き
く
開
い
て
お
り
、
上
下
歯
列
の
左
右

に
四
本
の
牙
が
あ
る
。
眉
も
古
面
よ
り
太
く
描
か
れ
、
古
面
に
は
無
か
っ
た
上
向
き

の
太
い
鼻
毛
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
弥
五
郎
ど
ん
は
隼
人
族
首
領
で
あ
る
と
か

武
内
宿
祢
な
ど
と
い
う
武
将
伝
承
を
取
り
入
れ
て
元
の
弥
五
郎
面
よ
り
も
勇
猛
な
首

領
風
の
顔
に
変
貌
さ
せ
て
い
る
。

　

京
都
で
弥
五
郎
面
を
作
っ
て
貰
う
の
は
、
大
金
も
か
か
る
事
だ
か
ら
一
般
人
に
は

無
理
な
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
大
金
を
払
え
る
有
力
者
は
誰
だ
ろ
う
か
と
、
か
ね
が

ね
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。
近
年
岩
川
八
幡
神
社
に
寄
贈
さ
れ
た
と
い
う
元
八
幡
神
社

の
古
写
真
（
大
隅
町
月
野
の
方
が
寄
贈
）
か
ら
そ
の
謎
が
解
け
た
。
そ
の
写
真
を
見

る
と
、
鳥
居
奥
の
社
殿
前
に
白
の
幟
旗
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
幟
旗
に
は
「
祈
征
露
軍

凱
旋　

明
治
三
十
七
年
□
月
、
中
山
嘉
兵
衛
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
写
真
か

ら
、
中
山
嘉
兵
衛
が
明
治
三
十
七
年
に
日
露
戦
争
勝
利
を
祈
願
し
、
そ
の
翌
年
に
祈

願
成
就
記
念
と
し
て
京
都
で
弥
五
郎
面
を
作
ら
せ
た
事
が
推
測
で
き
る
。
岩
川
の
大

地
主
・
豪
商
で
あ
っ
た
初
代
中
山
嘉
兵
衛
は
、
明
治
三
十
八
年
に
死
去
。
同
年
に
二

代
目
嘉
兵
衛
（
当
時

二
十
七
、八
歳
）
が
家

督
を
相
続
し
た
。
明
治

三
十
七
年
の
戦
勝
祈
願

幟
旗
・
明
治
三
十
八
年

の
弥
五
郎
面
製
作
の
年

は
、
初
代
・
二
代
ど
ち

ら
と
も
受
け
取
れ
る
微

霧島市「松下美術館蔵面」
（註 14）

投谷八幡宮神王面
（一の王子）

明治 38 年作弥五郎面

元八幡（岩川八幡神社所蔵）
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妙
な
年
で
あ
る
。

　

弥
五
郎
面
は
戦
勝
凱
旋
記
念
事
業
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。
前
年
の
戦
勝
祈
願
幟
旗

の
件
も
あ
る
の
で
弥
五
郎
面
製
作
に
中
山
家
が
深
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
現
時
点
で
は
、
中
山
家
が
全
額
を
出
し
た
の
か
、
或
い
は
岩
川
住
民
の
先
頭
に

立
っ
て
資
金
集
め
を
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
中
山
家
な
ら
全
額
出
せ
た
。

　

二
代
目
の
中
山
嘉
兵
衛
は
明
治
十
年
二
月
四
日
生
れ
で
、
大
正
七
年
六
月
に
多
額

納
税
者
と
し
て
貴
族
院
議
員
も
務
め
た

郷
土
の
著
名
人
で
あ
る
。
中
山
氏
の
よ

う
な
人
物
で
な
い
と
こ
の
よ
う
な
事
は

出
来
な
か
っ
た
。
中
山
嘉
兵
衛
（
二
代

目
）
は
『
大
隅
町
誌
・
五
八
四
頁
』（
註

16
）に
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

今
で
は
、
こ
の
明
治
三
十
八
年
作
弥

五
郎
面
が
弥
五
郎
の
顔
と
し
て
定
着
し

て
い
る
。
そ
の
顔
に
は
、
隼
人
族
首
領
の
末
裔
た
る
地
域
住
民
の
誇
り
と
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
面
は
、
神
面
と
し
て
古
面
と
一
緒
に
神
殿
に
収
め
ら
れ
て
お

り
、弥
五
郎
ど
ん
祭
り
に
だ
け
神
幸
す
る
。
裏
に「
平
成
二
年
九
月　

塗
替
上
原
孝
二
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
一
度
塗
り
直
さ
れ
た
よ
う
だ
。

（
三
）　

川
上
久
雄
氏
と
弥
五
郎
面

①　

弥
五
郎
面
製
作

　

古
面
を
修
復
し
た
り
、
展
示
用
弥
五
郎
面
を
製
作
し
た
の
は
、
岩
川
在
住
の
川
上

久
雄
氏
で
あ
る
。
川
上
氏
は
大
正
十
二
年
鹿
児
島
市
下
荒
田
生
、
昭
和
二
十
六
年
か

ら
昭
和
三
十
八
年
三
月
ま
で
岩
川
高
校
併
設
の
職
業
訓
練
校（
木
工
）の
講
師
を
務
め
、

退
職
後
は
岩
川
八
幡
神
社
鳥
居
前
で
泉
木
工
所
を
経
営
し
て
い
た
。
平
成
二
十
七
年

七
月
没
。
川
上
氏
は
弥
五
郎
ど
ん
の
面

を
四
回
製
作
し
て
い
る
。

（
一
回
目
）　

昭
和
四
十
四
年
、
大
阪

万
国
博
覧
会
か
ら
一
式
一
体
製
作
を
依

頼
さ
れ
て
納
入
。
こ
の
時
は
古
面
を
見

な
が
ら
製
作
し
、
古
面
よ
り
や
や
大
振

り
の
面
を
製
作
し
た
（
縦
九
十
㌢
）。

材
は
南
洋
材
（
ラ
ワ
ン
材
）
丸
太
。
こ

の
面
は
現
在
所
在
不
明
、
万
博
終
了
後

に
民
間
会
社
が
持
っ
て
行
っ
た
ら
し
い

（
川
上
氏
談
）。
弥
五
郎
面
一
式
一
体
を

作
り
大
阪
に
運
ん
だ
が
、
展
示
さ
れ
た

の
は
面
と
下
駄
だ
け
で
あ
っ
た
。

（
二
回
目
）　

昭
和
五
十
二
年
、
大
阪
国
立
民
族
学
博
物
館
か
ら
一
式
一
体
の
製
作
を

依
頼
さ
れ
て
納
入
し
た
。
こ
の
面
も
古
面
に
似
せ
て
作
っ
た
。
材
は
楠
材
丸
太
彫
り
。

製
作
時
の
ベ
ニ
ヤ
版
雌
型
は
現
存
す
る
。
今
も
同
民
族
学
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い

る
。
古
面
よ
り
縦
横
十
㌢
ほ
ど
大
ぶ
り
に
製
作
し
た
（
縦
九
十
㌢
）。

中山嘉兵衛（二代目）

弥五郎面の製作風景（川上久雄氏）
昭和 52 年作弥五郎面

（大阪民族学博物館展示用）

昭和 44 年作弥五郎面
（大阪万博博覧会展示用）
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（
三
回
目
）　

昭
和
六
十
一
年
、
各
地
か
ら
弥
五
郎
ど
ん
出
張
展
示
の
要
請
が
多
く

な
っ
て
き
た
の
で
、
町
か
ら
の
要
請
で
展
示
用
弥
五
郎
面
を
製
作
し
た
。
こ
の
面
は

大
隅
郷
土
館
に
納
入
し
た
が
、
現
在
は
曽
於
市
商
工
会
大
隅
支
所
に
保
管
さ
れ
て
い

る
。
明
治
三
十
八
年
京
都
作
の
弥
五
郎
面
に
似
せ
て
作
っ
た
。
面
裏
に
八
州
作
と
彫

り
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
牧
園
出
身
で
鹿
児
島
市
山
中
刻
泉
堂
の
山
中
八
州
氏
に
材
料

を
渡
し
て
彫
っ
て
も
ら
い
、
塗
装
は
川
上
氏
が
行
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
。

（
四
回
目
）　

平
成
八
年
、
弥
五
郎
の
里
「
弥
五
郎
ま
つ
り
館
」
に
一
式
一
体
を
製
作

し
納
入
し
た
。
こ
れ
は
現
在
同
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
三
回
目
と
四
回
目
の
面
は

大
根
占
の
材
木
店
か
ら
購
入
し
た
楠
丸
太
か
ら
作
っ
た
。
四
回
目
の
面
は
残
っ
て
い

た
木
材
が
少
し
短
か
っ
た
の
で
、
三
回
目
の
面
よ
り
縦
が
少
し
短
い
。
縦
七
十
六
・
五

㌢
、
横
三
十
五
・
五
㌢
。

②　

古
面
修
復

　

川
上
氏
は
昭
和
五
十
二
年
八
月
に
古
面
を
修
復
し
て
神
社
に
納
め
た
。
こ
の
面
は
、

神
面
と
し
て
神
殿
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。面
裏
に
そ
の
修
復
経
緯
が
書
い
て
あ
る
。「
弥

五
郎
ど
ん
神
面
修
復
記
録
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
十
五
日
。
面
材
楠
材　

耳
材
杉
材
。

氏
子
説
に
依
る
に
は
、
元
八
幡
よ
り
当
上
馬
場
へ
神
社
移
転
の
頃
（
大
正
三
～
四
年
）

大
津
十
七
氏
が
児
童
東
条
久
、
最
勝
寺
俊
信
等
を
助
手
と
し
て
神
面
修
復
さ
る
。
然

し
昭
和
四
十
四
年
五
月
大
阪
万
国
博
に
民
族
資
料
と
し
て
摸
刻
一
体
一
式
を
出
品（
泉

木
工
川
上
久
雄
）。
再
に
昭
和
五
十
二
年
三
月
大
阪
国
立
民
族
学
博
物
館
に
一
式
一
体

を
作
納
入
す
。
こ
の
頃
神
面
の
胡
粉
辨べ

ん

柄が
ら

離（
マ
マ
）剥
盡
し
く
原
型
不
明
の
懸
念
に
及
ぶ
。

依
っ
て
昭
和
五
十
二
年
八
月
川
上
久
雄
修
復
。
全
面
カ
シ
ュ
ー
ウ
ル
シ
仕
上
げ
と
す
。

鼻
頭
耳
接
合
部
欠
損
部
は
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
パ
テ
充
填
」。

　

川
上
氏
は
、『
万
国
博
と
大
阪
国
立
博
物
館
用
の
面
を
作
る
時
は
神
社
か
ら
神
面
を

木
工
所
に
移
し
、そ
れ
を
見
な
が
ら
製
作
し
た
。
神
面
は
御
幣
付
き
の
注
連
縄
を
張
っ

た
所
に
置
き
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
製
作
し
た
。
表
面
の
胡
粉
剥
落
が
ひ
ど
か
っ
た
。

胡
粉
を
次
々
と
剥
が
し
た
ら
、
墨
で
髭
な
ど
を
書
い
た
跡
が
出
て
き
た
。
左
頬
部
は

破
損
し
て
い
る
所
も
あ
っ
た
。
少
し
削
る
と
楠
木
の
香
り
が
ま
だ
微
か
に
漂
っ
た
。

彫
り
は
熟
練
し
た
技
量
の
あ
る
人
の
作
で
は
な
い
素
人
の
作
と
判
断
し
た
。
六
十
年

前
の
大
正
三
年
に
大
津
十
七
氏
が
修
復
し
た
ら
し
い
。
そ
の
時
に
当
時
小
学
三
年
生

で
あ
っ
た
東
条
久
と
同
級
生
の
最
勝
寺
俊
信
が
ト
ク
サ
で
面
磨
き
作
業
を
手
伝
わ
さ

れ
た
、
と
東
条
久
氏
か
ら
聞
い
た
。』（
川
上
氏
談　

平
成
二
十
二
年
、
出
村
聞
取
り
）。

　

面
を
修
復
し
た
大
津
十
七
は
、
戊
辰
戦
争
時
に
岩
川
私
領
五
番
隊
の
隊
長
を
務
め
、

庄
内
地
方
の
関
川
（
山
形
県
鶴
岡
市
）
で
の
戦
い
で
手
柄
を
上
げ
、
岩
川
郷
の
創
設

に
大
き
く
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

後
に
常
備
隊
の
隊
長
や
岩
川
郷
（
五

拾
町
村
・
中
之
内
村
）
の
兼
任
戸

長
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
、
笠
祇

神
社
（
中
之
内
折
田
）
の
御
神
体

を
新
た
に
作
り
直
し
た
こ
と
も
あ

り
、『
大
隅
町
誌
』
に
は
「
大
津
は

平成８年作弥五郎面
（弥五郎伝説の里展示用）

昭和 61 年作弥五郎面

大津十七（戊辰戦争の頃）
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自
宅
の
庭
に
あ
っ
た
周
囲
一
尺
五
寸
ば
か
り
の
桐
樹
を
伐
り
、
一
切
の
火
の
物
を
断

ち
、
家
人
を
遠
ざ
け
て
、
昼
夜
精
進
一
週
間
か
か
っ
て
、
高
さ
凡
そ
一
尺
の
神
馬
に
、

高
さ
五
寸
の
保
食
神
が
乗
っ
た
神
像
を
作
り
あ
げ
た
」（
註
17
）
と
あ
る
。
元
八
幡
時

代
の
岩
川
八
幡
神
社
の
改
修
に
も
携
わ
っ
て
お
り
、
蟇
股
に
は
、
大
津
た
ち
の
名
前

が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
註
」　

１�　

出
村
卓
三
『
王
面
の
考
察
』
一
九
九
一
年
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
「
調
査
研
究

報
告
書
第
五
集
」
五
五
頁
）

２　
『
南
九
州
の
仮
面
』
一
九
九
二
年
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
展
示
図
録

３　

向
山
勝
貞
『
巡
行
す
る
仮
面
』
一
九
七
六
年
隼
人
文
化
研
究
会
「
隼
人
文
化
２
」
所
収

４　
『
三
国
名
勝
図
会
』
一
九
八
二
年
青
潮
社
（
第
一
巻
一
八
二
頁
）

５　
『
三
国
名
勝
図
会
』
一
九
八
二
年
青
潮
社
（
第
二
巻
二
六
〇
頁
）

６�　
『
新
田
神
社
文
書　

関
東
下
知
状
案　

神
王
面
事
』一
九
六
三
年「
鹿
児
島
県
史
刊
行
委
員
会「
鹿

児
島
県
史
料
Ⅲ
」

７　
『
三
国
名
勝
図
会
』
一
九
八
二
年
青
潮
社
（
第
三
巻
二
九
四
頁
）

８�　
『
神
書
』
止
上
神
社
蔵
（
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）、
止
上
神
社
別
當
乗
林
寺
住
職
深
亮
房
法
印

覺
遍
述
、
山
内
七
右
衛
門
筆
記
）

９�　
『
岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
調
査
報
告
書
』
二
〇
一
一
年
曽
於
市
教
育
委
員
会
刊
に

祭
礼
の
様
子
は
詳
細
記
述
。

10�　
『
新
田
神
社
文
書
「
新
田
宮
神
人
名
帳
」』
一
九
六
三
年
「
鹿
児
島
県
史
刊
行
委
員
会
「
鹿
児
島

県
史
料
Ⅲ
」

11　
『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
九
五
年
東
京
堂
出
版　

０
１
１
８
８
６
号

12　
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
一
九
七
一
年
鹿
児
島
県
地
方
史
学
会
（
一
三
五
頁
）

13　

所
崎　

平
『
揖
宿
神
社
史
料
』
二
〇
〇
八
年
私
家
版
）

14　
『
松
下
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
四
）』
一
九
九
七
年
松
下
美
術
館
（
六
十
頁
）

15　
『
南
九
州
の
仮
面
』
一
九
九
二
年
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
展
示
図
録

16　
『
大
隅
町
誌
（
初
版
）』
一
九
六
九
年
大
隅
町
（
五
八
四
頁
）

17　
『
大
隅
町
誌
（
初
版
）』
一
九
六
九
年
大
隅
町
（
二
二
九
頁
）

古面（正面）古面（側面）

古面（裏面）改修された古面（裏）

改修された古面（正面）
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第
四
節　

諸
道
具

一　

頭
上
の
鳥

　

鳥
の
形
を
し
た
も
の
に
尾
羽
も
取
り
付
け
て
あ
る
。

　

こ
の
鳥
の
種
類
に
つ
い
て
は
、「
キ
ジ
」「
鳳
凰
」
な
ど
諸
説
あ
り
一
定
し
て
い
な

い
が
、
地
元
の
人
々
は
「
ヤ
マ
ド
リ
・
ヤ
マ
バ
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
昔
か

ら
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
に
関
わ
っ
て
き
た
東
馬
場
の
野
口
久
夫
氏
（
八
十
六
歳
）
に
よ

る
と
、
羽
の
文
様
か
ら
、
あ
れ
は
「
ヤ
マ
ド
リ
」
で

あ
る
と
言
う
。

　
「
鳥
」の
頸
部
に
は「
昭
和
五
七
・
十
一
」「
泉
木
工
」

と
彫
り
込
ん
で
あ
る
の
で
、
昭
和
五
十
七
年
に
作
っ

た
も
の
で
あ
る
。
寸
法
は
全
長
六
十
三
・
四
㌢
。
厚

さ
三
・
七
㌢
。
昭
和
八
年
の
写
真
に
も
「
鳥
」
が
写
っ

て
い
る
の
で
、
こ
の
「
鳥
」
は
以
前
か
ら
頭
上
に
取

り
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
、『
麑
藩
名
勝
考
』
に
は
、「
頭
面
に
冠
を
着

せ
」
と
あ
り
、
江
戸
期
も
頭
上
に
鳥
が
あ
っ
た
の
か

判
然
と
し
な
い
。

　

鳥
の
尻
尾
は
弥
五
郎
ど
ん
の
頭
上
に
取
り
付
け

た
鳥
の
後
方
に
取
り
付
け
る
。
尻
尾
の
寸
法
は
全
長

二
一
二
㌢
で
尻
尾
の
一
枚
の
幅
は
九
㌢
の
も
の
を

七
本
束
ね
て
あ
る
。

　

ま
た
、
昭
和
五
十
七
年
以
前
の
羽
部
分
が
倉
庫
に

保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、「
昭
和
四
十
三
年

十
一
月
五
日　

有
川
貞
弘
68
才　

明
治
百
年
」
と
あ

る
。
当
時
、
東
馬
場
に
居
住
し
て
い
た
同
氏
は
、
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
に
一
生
懸
命
な

人
だ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
信
仰
心
の
篤
さ
か
ら
特
例
と
し
て
、
宮
仕
の
一
人
と
し
て

迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

二　

鉾

　

長
さ
三
・
一
八
㍍
位
で
足
元
か
ら
顔
の
前
ま
で
の
長
さ
で
、
現
在
の
物
は
鉄
で
作
ら

れ
て
お
り
頑
丈
で
台
車
に
固
定
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
は
何
で
作

ら
れ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。

　
『
大
隅
町
誌
（
初
版
）』

（
昭
和
四
十
四
年
刊
行
）

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
岩
川
八
幡
神
社
の

例
祭
は
十
一
月
五
日
で

呼
物
の
弥
五
郎
ど
ん

は
こ
の
日
に
出
勤
さ
れ

る
。
弥
五
郎
ど
ん
は
神

幸
の
先
駆
露
払
い
す
な

わ
ち
先
導
者
を
現
し
た

も
の
で
身
長
一
丈
六
尺
で
神
体
は
竹
篭
製
で
あ
る
。
四
輪
車
上
に
立
ち
、
梅
染
赤
土

色
の
単
衣
袴
（
十
六
反
）
を
着
用
し
、
鉢
巻
や
帯
胴
巻
等
約
廿
反
の
木
綿
を
装
い
、

長
さ
一
丈
四
尺
の
大
刀
、
九
尺
四
寸
の
小
刀
を
帯
び
、
大
き
な
巾
着
を
つ
け
、
一
丈

八
尺
の
鉾
を
つ
い
て
風
貌
傲
岸
、
幼
児
等
一
見
戦
り
つ
す
る
よ
う
な
姿
態
で
あ
る
」

と
あ
る
よ
う
に
現
在
の
物
よ
り
長
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、「
笏
」
と
の
説
も
あ
り
、
こ
ち
ら
は
弥
五
郎
ど
ん
を
武
内
宿
禰
と
見
立
て
て

の
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
麑
藩
名
勝
考
』
に
は
「
矛
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

頭上の鳥の部分頭上の鳥と尾羽

台車に固定されている鉾

148



三　

刀

　

大
小
二
本
あ
り
、
左
腰
に
挿
す
。
現
在
の
小
刀
は

全
長
二
八
七
・
四
㌢
、
大
刀
の
全
長
は
四
二
六
・
四
㌢

で
、
両
方
と
も
裏
面
に
「
奉
納　

泉
木
工　

昭
和

五
七
・
十
一
・
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
神
社
誌
』
で

は
大
刀
が
九
尺
五
寸
（
二
・
八
八
㍍
）、
小
刀
は
七
尺
五

寸
（
約
二
・
二
七
㍍
）
と
あ
る
。『
神
社
誌
下
巻
』
に
「
弥

五
郎
帯
九
尺
五
寸
脇
差
七
尺
五
寸
」
と
あ
る
。

　

昭
和
二
十
一
～
二
十
五
年
は
鉄
砲
等
所
持
禁
止
令
に

よ
り
、
弥
五
郎
ど
ん
の
刀
は
県
庁
に
没
収
さ
れ
丸
腰
と

な
る
。
こ
れ
は
昭
和
二
十
五
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
調
印
ま
で
続
く
。

四　

巾
着

　

巾
着
は
出
か
け
る
と
き
に
必
要
な
も
の
を
入
れ
る
布
製
の
手
提
げ
袋
で
あ
る
。

現
在
は
見
当
た
ら
な
い
が
、『
三
国
名
勝
図
会
』
な
ど
の
記
録
に
は
「
巾
着
」
と
あ
る
。

ま
た
、『
鹿
児
島
県
史
料
麑
藩
名
勝
考
』
に
「
此
祭
に
十
月
五
日
濱
下
の
時
、・
・
・

大
な
る
荷
包
（
キ
ン
チ
ャ
ク
）
を
提
げ
・
・
・
」
と
あ
る
。

　
『
大
隅
町
誌
』（
昭
和
四
十
四
年
刊
行
）
に
は
「
大
き
な
巾
着
を
つ
け
」
と
出
て
く

る
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
ま
で
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。　

　

こ
の
よ
う
な
文
献
か
ら
、
い
つ
ま
で
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
に

は
弥
五
郎
ど
ん
が
下
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

五　

煙
草
入
れ

　

県
内
で
は
「
ト
ン
コ
ツ
」
と
一
般
的
に
称
し
て
い
る
煙
草
入
れ
の
こ
と
で
あ
る
。

古
く
は
し
ば
し
ば
個
人
が
手
造
り
し
て
「
弥
五
郎
ど
ん
の
腰
に
提
げ
て
ほ
し
い
」
と

寄
贈
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
し
ば

ら
く
は
曾
於
郡
中
央
木
炭
組
合
が
寄
贈
し
た
煙
草
入

れ
を
腰
に
下
げ
て
い
る
。「
昭
和
十
八
年
」
と
寄
進
者

の
氏
名
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
煙
草
入
れ
に
は
、
表
面
に
「
国
立　

霧

島　

参
拝　

登
山　

温
泉　

記
念
」
と
細
い
文
字
で

彫
っ
て
あ
る
。
寸
法
は
煙
草
を
入
れ
る
と
こ
ろ
は
直

径
二
十
三
・
五
㌢
、
高
さ
十
二
・
二
㌢
。
煙
管
は
長
さ

六
十
五
㌢
、
径
四
・
一
×
二
・
九
㌢
で
寄
贈
者
の
「
囎
唹
郡
中
央
木
炭
組
合
」
の
名
前

が
あ
る
。

六　

印
籠

　

奉
納
と
い
う
文
字
の
上
に
島
津
家
の
家
紋
（
丸
に
十
の
字
）
の
印
が
入
っ
て
い
る
。

こ
の
印
籠
に
は
「
岩
川�

峯
野
正
秀
」「
月
野
永
野
詮
」
と
い
う
文
字
と
「
贈　

昭
和

二
十
二
年　

十
一
月
五
日
」
と
い
う
文
字
が
書
い
て
あ
る
。

　

元
来
は
印
の
容
器
で
あ
る
が
、
薬
を
入
れ
腰
に
下
げ
る
小
箱
の
こ
と
で
、
薬
籠
と

も
称
さ
れ
る
。
印
判
を
入
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
あ
り
、
室
町
の
こ
ろ
か
ら
薬

を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
主
と
し
て
武
士

の
礼
装
の
装
飾
品
・
薬
籠
・
印
籠
巾
着
。
印

籠
巾
着
と
は
印
籠
の
こ
と
で
あ
る
。

　

腰
に
提
げ
る
長
円
筒
形
の
小
箱
で
箱
に
は

細
工
が
さ
れ
、
緒
に
は
緒
締
め
・
根
付
が
あ
る
。

七　

草
履

　

草
履
は
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
奉
納
さ
れ
る
。

大刀と小刀

煙草入れ印籠
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草
履
は
中
に
直
径
約
三
・
五
～
四
㌢
、
長
さ
一
～
一
・
四
㍍
の
カ
ラ
タ
ケ
四
本
、
幅

三
～
四
㌢
の
孟
宗
竹
、
幅
約
一
㌢
の
カ
ラ
タ
ケ
を
組
み
合
わ
せ
、
お
お
よ
そ
の
形
作

り
を
し
、
そ
の
上
か
ら
稲
わ
ら
を
巻
き
付
け
な
が
ら
造
っ
て
い
く
。
左
右
両
方
を
二

組
に
分
け
て
造
る
。
草
履
の
鼻
緒
は
ワ
ラ
で
注
連
縄
を
作
る
と
き
と
同
様
に
左
縄
で

綯
っ
て
い
く
。
そ
の
上
を
赤
・
青
・
白
の
布
で
巻
く
。

　

中
心
に
な
る
カ
ラ
タ
ケ
と
草
履
の
前
後
の
丸
み
を
出
す
た
め
に
割
竹
を
針
金
で

し
っ
か
り
と
固
定
し
な
け
れ
ば
、
形
の
良
い
丸
み
を
帯
び
た
草
履
は
造
れ
な
い

　

寸
法
は
幅
七
四
㌢
、
長
さ
一
六
二
㌢
、
厚
さ
一
〇
㌢
。

八　

下
駄

　

こ
の
下
駄
は
泉
木
工
か
ら
昭
和
五
十
六
年
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、「
昭
和
五
二
年

三
月　

国
立
民
族
学
博
物
館　

弥
五
郎
ど
ん
一
式
納
入
記
念　

贈
昭
和
五
六
年
十
一

月　

泉
木
工
」の
銘
が
あ
る
。
寸
法
は
幅
四
七
㌢
、長
さ
一
〇
〇
・
五
㌢
、高
さ
三
六
㌢
。

　

こ
の
他
、
倉
庫
に
は
三
足
の
下
駄
が
あ
り
、
こ
の
中
の
古
い
下
駄
は
昭
和
二
十
一

年
の
も
の
が
あ
る
。

　

草
履
・
下
駄
と
も
弥
五
郎
ど
ん
に
履
か
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
弥
五
郎
ど
ん
が
御

神
幸
に
出
る
ま
で
と
帰
っ
て
来
て
か
ら
祭
り
の
最
後
の
日
ま
で
、
弥
五
郎
ど
ん
の
前

に
奉
納
す
る
（
立
て
か
け
る
）。

九　

注
連
縄

　

注
連
縄
を
作
る
た
め
の
藁
の
準
備
が
大
切
で
あ
る
。
し
め
縄
用
の
藁
は
モ
チ
ワ
ラ

で
な
い
と
折
れ
て
し
ま
う
の
で
モ
チ
ワ
ラ
を
使
っ
て
作
る
。
こ
の
藁
の
良
し
悪
し
で

注
連
縄
作
り
や
出
来
上
が
り
に
大
き
な
影
響
が
出
て
く
る
。

　

持
ち
寄
ら
れ
た
藁
は
昔
は
割
竹
で
作
ら
れ
た
「
ワ
ラ
ス
グ
リ
」
と
い
う
道
具
が
あ
っ

た
が
、
古
く
な
っ
た
た
め
近
年
は
「
マ
ン
ガ
（
馬
鍬
）」
の
歯
を
利
用
し
て
作
っ
た
ワ

ラ
ス
グ
リ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

わら草履作り（骨格部）鼻緒作り

完成したわら草履

わら草履作り（わら編み）

奉納下駄

三足の古い下駄

わら草履作り：令和２年10月18日
 ・28日
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割
竹
製
の
ワ
ラ
ス
グ
リ
は
割
竹
の
先
端
を

写
真
の
よ
う
に
Ｕ
字
型
に
切
り
、
ビ
ニ
ー
ル

テ
ー
プ
（
紐
）
な
ど
で
結
び
固
定
し
た
も
の

を
使
っ
て
い
た
。
寸
法
は
幅
四
八
㌢
、
高
さ

六
八
㌢
。
マ
ン
ガ
を
利
用
し
た
も
の
は
木
の
台

を
作
り
、
こ
れ
に
マ
ン
ガ
の
刃
の
部
分
を
固

定
し
て
造
っ
て
あ
る
。
形
は
一
見
す
る
と
千
歯
こ
ぎ（
セ
ン
バ
コ
ギ
）の
よ
う
で
あ
る
。

　

・
作
り
方

　

ワ
ラ
ス
グ
リ
で
不
要
な
藁
を
取
り
除
い
た
後
、
更
に
手
で
余
分
な
藁
を
取
り
除
く
。

　

根
元
を
揃
え
て
、
更
に
外
に
出
て
い
る
余
分
な
藁
を
取
り
除
き
、
一
握
り
位
の
大

き
さ
に
ワ
ラ
で
ま
と
め
る
。

　

手
で
き
れ
い
に
す
ぐ
っ
た
藁
を
ま
と
め
や
す
く
す
る
た
め
に
、
昔
は
ワ
ラ
ウ
ッ
ゴ

ロ
と
い
う
木
製
槌
で
藁
を
叩
い
て
柔
ら
か
く
し
て
い
た
が
、
今
は
「
カ
ッ
タ
ー
」
と

い
う
機
械
の
ロ
ー
ラ
ー
に
一
束
ず
つ
通
す
と
藁
が
柔
ら
か
く
な
る
。
カ
ッ
タ
ー
に
通

し
て
柔
ら
か
く
な
っ
た
藁
は
水
に
浸
け
る
。
水
に
浸
け
る
こ
と
で
柔
ら
か
さ
が
保
た

れ
綯な

い
や
す
く
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
た
藁
を
写
真
の
よ
う
な
道
具
を
使
い
、
し
め
縄
を
作
り
や
す
い
よ

う
に
準
備
す
る
。

　

藁
一
〇
本
く
ら
い
ず
つ
を
道
具
に
左
右
に
交
差
さ
せ
な
が
ら
七
段
ず
つ
に
仕
分
け

る
。
こ
の
仕
分
け
方
は
作
る
注
連
縄
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
段
数
は
変
わ
る
。
こ
の
部

分
は
注
連
縄
の
中
心
に
な
る
。
交
差
さ
せ
る
と
き
は
根
元
を
少
し
ず
つ
ず
ら
す
こ
と

で
、
次
々
に
藁
を
継
ぎ
足
す
と
き
れ
い
に
藁
を
継
ぎ
足
せ
る
。

　

中
心
に
な
る
部
分
を
作
っ
た
後
、
二
～
三
人
が
か
り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
の
し
め

縄
を
綯
っ
て
い
く
。
藁
を
渡
す
人
、
綯
う
人
、
中
心
部
分
を
押
さ
え
て
い
る
人
な
ど

様
々
な
作
業
を
す
る
人
が
い
る
。
途
中
、
藁
が
乾
燥
し
た
ら
藁
を
水
に
浸
け
る
。
ま

た
、
湿
気
を
持
っ
た
藁
が
足
り
な
く
な
っ
た
ら
補
充
す
る
人
な
ど
多
く
の
人
々
の
手

に
よ
っ
て
注
連
縄
は
作
ら
れ
る
。

昔のワラスグリ

マンガを利用した
ワラスグリ

カッター

余分な藁を手で取り除く

しめ縄作りの藁編み道具で、
藁を仕分けする

藁を編む道具を使う

わら編みの道具藁を継ぎ足しながら
長さを調整

注連縄作り風景

注連縄作り：令和２年10月 18日
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こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
注
連
縄
は
神
（
本
）

殿
（
長
さ
三
・
八
㍍
、
中
心
部
分
の
周
り
三
〇
㌢
）、

拝
殿
（
長
さ
三
・
八
㍍
、中
心
部
分
の
直
径
二
十
八
㌢
）、

鳥
居
、賽
銭
箱
用
（
長
さ
一
・
八
㍍
）、門
神
用
二
本
（
長

さ
一
九
二
㌢
、
中
心
部
分
の
直
径
一
〇
㌢
）
慰
霊
碑

用
（
長
さ
三
㍍
）
な
ど
に
奉
納
さ
れ
る

十　

大
傘

　

弥
五
郎
ど
ん
祭
り
の
際
に
使
用
。
弥
五
郎
ど
ん
本
体
の
側
に
置
か
れ
、
浜
下
り
巡

行
時
に
は
、
弥
五
郎
青
年
部
が
持
ち
歩
く
。

　

現
在
の
大
傘
は
、
平
成
二
十
九
年
に
新
調
さ
れ
た
も
の
で
小
間
に
は
、「
弥
五
郎
ど

ん
保
存
会
」「
弥
五
郎
制
作
部
」「
弥
五
郎
青
年
部
」「
農
協
青
壮
年
部
大
隅
支
部
」「
奉

納
西
段
隆
美
」「
曽
於
市
商
工
会
大
隅
支
部
」「
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
実
行
委
員
会
」「
商

工
会
青
年
部
大
隅
支
部
」
と
あ
る
。
ま
た
、
中
棒
部
分
に
「
大
分
県
中
津
市　

和
傘

工
房
朱
夏
」
と
あ
る
。

十
一　

歯
車
装
置

　

現
在
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
昔
、
弥
五
郎
ど
ん
を
起
こ
す
際
か
、
浜
下
り
巡

行
中
に
電
線
を
避
け
る
た
め
に
本
体
を
少
し
後
ろ
に
倒
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に

使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
装
置
が
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
実

際
、
ど
の
よ
う
に
使
用
し
た
の
は
か
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
こ
に
付
記
し
て
お
く
。

完成した注連縄

大傘（平成 28 年）

現在の大傘

歯車装置測量図
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